
 

泉大津市保育士応援給付金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、民間特定・教育保育施設における保育士等の確保及び離職防

止を図り、もって教育・保育を必要とする児童に対し、質の高い教育・保育を安

定的に提供し、児童福祉・幼児教育の増進を図ることを目的に、市内の民間特定

教育・保育施設に新たに勤務する保育士、保育教諭（以下「保育士等」という。）

に対し、予算の定める範囲内において、泉大津市保育士応援給付金（以下「給付

金」という。）を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「特定教育・保育施設」とは、子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）第３４条第１項第１号及び同項第３号並びに第４６条の

規定に基づいて運営されている特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業をい

う。 

（給付金の交付对象者） 

第３条 この要綱に基づく給付金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満

たしている者とする。 

⑴ 令和５年４月１日以降に市内の民間特定教育・保育施設で新たに勤務を開始

した者で、保育業務に従事する者（ただし、施設長、主任保育士（当該民間特

定教育・保育施設が国の定める特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、

特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要

する費用の額の算定に関する基準等（平成２７年３月３１日内閣府告示第 ４

９号）に規定する「主任保育士専任加算」を受けている場合に限る）又はこれ

に類する管理職業務に従事している者は除く）。 

⑵ １箇月につき１２０時間以上の勤務を要する者として雇用されており、当該

特定教育・保育施設を適用事業所とする社会保険の被保険者である者。 

⑶ 市内の民間特定教育・保育施設で新たに勤務を開始した日（以下「勤務開始

日」という。）から引き続き６箇月以上勤務する者で、勤務開始日から２年以内

の者。 



（給付金の額等） 

第４条 交付決定保育士等に給付する額は、次の各号に定める額とする。 

⑴ 交付決定保育士等に対して給付される総額は２５０,０００円以内とする。 

⑵ 勤務開始日以後２年以内の期間において、交付決定保育士等に給付する額は

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とし、それ

ぞれ１回を限度とする。 

区 分 金 額 

勤務開始日以後引き続き６箇月間勤務 ３０,０００円 

勤務開始日以後引き続き１２箇月間勤務 ５０,０００円 

勤務開始日以後引き続き１８箇月間勤務 ７０,０００円 

勤務開始日以後引き続き２４箇月間勤務 １００,０００円 

 

（給付金の交付） 

第５条 給付金の交付を受けようとする者は、前条に規定する区分の勤務を終えた

後速やかに、泉大津市保育士応援給付金交付申請書兼請求書（様式第１号）によ

り申請及び請求を行うものとする。 

２ 前項の申請書兼請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

⑴ 保育士登録証若しくは幼稚園教諭免許状又はその両方の写し 

⑵ 在職証明書（１日当たりの勤務時間及び１箇月当たりの勤務日数を記載した

もの） 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

３ 給付金の交付は、第１項の申請において指定された金融機関口座への振込によ

り行うものとする。 

（給付金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による給付金の交付の申請があったときは、当該申請

の内容を審査し、給付金の交付の決定をしたときは、泉大津市保育士応援給付金

交付決定通知書（様式第２号）により、通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査の結果、給付金を交付することが不適当であると認めたと

きは、理由を付して、泉大津市保育士応援給付金不交付決定通知書（様式第３号）

により、通知するものとする。 



（交付決定の取消等） 

第７条 市長は、交付決定保育士等が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付

金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 第３条に規定する要件に該当しなくなった場合 

⑵ 虚偽その他の不正の手段により給付金の交付の決定を受けた場合 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、交付決定後において、給付金の交付を行うこと

が不適当であると市長が認めた場合 

（交付決定の取消の通知） 

第８条 前条の規定により給付金の交付決定を取り消そうとするときは、理由を付

して泉大津市保育士応援給付金交付決定取消通知書（様式第４号）により、通知

するものとする。 

 (給付金の返還） 

第９条 市長は、第８条の規定により給付金の交付の決定を取り消した場合におい

て、交付決定保育士等に対し、既に給付金が交付されているときは、泉大津市保

育士応援給付金返還通知書（様式第５号）により、その期限を定めて給付金の返

還を求めるものとする。 

２ 前項の通知があったときは、当該交付決定保育士等は返還額を市長が指定する

期日までに、返還するものとする。 

（その他） 

第１０条 この要網に定めるもののほか、給付金の交付に関し、必要な事項は市長

が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和５年９月１４日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 


